
　　　　　  2023.77

イ
ベ
ン
ト

森
と
地
域
／

特
定
外
来
生
物

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
／

介
護
予
防

保
険
料
納
付
／

財
政
状
況

フ
ラ
ッ
シ
ュ
／

み
ん
な
の
健
康

お
知
ら
せ

市
民
の
ひ
ろ
ば

叙
勲
／

企
業
支
援

防
災
対
策

森
と
地
域
／

特
定
外
来
生
物

林政課森林保全係　☎（63）2187
農政課農産振興係　☎（63）2192

　クビアカツヤカミキリは、幼虫がモ
モ、ウメ、サクラ等の樹木内部を食い
荒らし、樹木を衰弱・枯死させる新害
虫です。
　現在、県内で被害が増加、深刻化し
ており、今後、発生地域が拡大するこ
とが懸念されます。
　クビアカツヤカミキリを発見した場
合、「速やかに捕殺する」、「登録農
薬を用いて防除する」等の対策をとる
とともに、お近くの農業振興事務所ま
たは農業環境指導センターにお知らせ
ください。
　また、果樹園等の農業関係被害木へ
の支援については、農政課農産振興係
へお問い合わせください。

●補助対象木
　次のすべての要件を満たす木

①クビアカツヤカミキリのフラス（幼虫が木の内
部から押し出す木くずと糞の混じったもの）が
発生している木

②被害木伐採後に適切な防除・拡散防止対策が行
われる木

●補助対象者
　次のすべての要件を満たす者

①市内に住所を有し補助金申請時において滞納の
ない者

②市内に存する伐採費用の発生が見込まれる被害
木（果樹園は対象外）の所有者または管理者

③同年度において本人および世帯員が鹿沼市クビ
アカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金
を受けていない者

※営利法人は対象外とする

クビアカツヤカミキリ被害木伐採推進事業費補助金（農業関係被害木以外）
●補助対象経費

①被害木の伐採に要する費用
②伐採後の被害木を焼却するための切断に要する

費用
　③伐採後の被害木の運搬に要する費用

●補助の金額
　補助対象経費の5/6（千円未満切り捨て）、上限

25万円

●果樹園等の農業関係被害木への支援
農政課農産振興係　☎（63）2192

●クビアカツヤカミキリを発見した場合
上都賀農業振興事務所 ☎（62）6125
農業環境指導センター ☎028（626）3086

左：幼虫が排出し、株元に堆積したフラス（木くずと糞のまじっ
　　たもの）。フラスは挽き肉状。
右：クビアカツヤカミキリの成虫
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クビアカツヤカミキリの情報提供にご協力ください

お問い合わせ先

　市では昨年市内で初めて被害が確認されたクビアカツヤカミキリの被害拡大防止を目的に、４月から被害木
の伐採、切断、運搬費用の補助を行っています。
　いくつかある防除方法の中でも、伐採等による防除は費用が高額になるものの被害拡大防止効果が高い方法
ですので、被害発生の際は補助金の活用をご検討ください。


